
1

幻
の
「
西
方
村
字
行
人
塚
大
相
模
不
動
道
標
」
を
求
め
て

秦
野

秀
明

は
じ
め
に

「
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
六
月
三
日
法
律
第
百
八
十
八
号
）
」
に
よ
れ
ば
、

国
土
地
理
院
の
行
う
、
す
べ
て
の
測
量
の
基
礎
と
な
る
測
量
で
あ
る
「
基
本
測

量
」(

１)

と
、
「
基
本
測
量
」
以
外
の
測
量
で
あ
る
「
公
共
測
量
」(

２)

及
び
「
基

本
測
量
及
び
公
共
測
量
以
外
の
測
量
」(

３)

が
あ
り
、
こ
の
法
律
に
お
い
て
、

水
準
点
は
「
測
量
標
」
の
一
つ
で
あ
る
「
永
久
標
識
」
の
「
水
準
点
標
石
」
に

分
類
さ
れ
る(

４)

。

「
基
本
測
量
」
に
よ
る
水
準
点
は
、
全
国
の
主
な
国
道
又
は
主
要
地
方
道
に

沿
っ
た
約
２
㎞
ご
と
に
設
置
し
て
あ
り
、
こ
の
水
準
点
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ

り
、
土
地
の
高
さ
を
精
密
に
（
㎜
単
位
）
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、

地
殻
変
動
、
地
盤
沈
下
対
策
等
に
必
要
な
土
地
の
上
下
変
動
は
、
水
準
点
の
測

量
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
り
求
め
ら
れ
る
。
「
基
本
測
量
」
に
よ
る
水
準
点
は
、

基
準
、
一
等
、
二
等
及
び
三
等
の
種
類
が
あ
り
、
全
国
に
約
２
２
，
０
０
０
点

設
置
さ
れ
て
い
る(

５)

。

現
在
、
水
準
点
の
設
置
・
管
理
は
国
土
地
理
院
が
行
っ
て
い
る
が
、
明
治
九

年(

一
八
七
六)

七
月
二
十
七
日
に
は
、
国
土
地
理
院
の
前
身
の
一
つ
で
あ
る
内

務
省
地
理
寮
の
布
達(

６)

に
よ
り
、
水
準
点
の
標
識
の
様
式
が
定
め
ら
れ
、
そ

の
布
達
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
「
高
低
測
量
几
号(

几
号
水
準
点)

」
は
、
現
行
の

水
準
点
と
し
て
機
能
を
果
た
し
て
い
な
い
が
、
日
本
各
地
に
残
存
し
て
い
る
。

明
治
十
二
年(

一
八
七
九)

六
月
刊
行
の
「
内
務
省
地
理
局
雑
報
第
十
四
号
六

月
」
に
は
、「
高
距
第
弐
報

従
東
京
至
陸
前
塩
竃
」
と
い
う
表
題
が
あ
り
、
概

ね
奥
州
道
中
に
沿
っ
て
東
京
塩
竃
間
の
高
低
測
量(

水
準
測
量)

が
行
な
わ
れ
た

中
で
、
東
京
都
の
「
靈
巌
島
水
位
標
平
均
潮
」
を
零
メ
ー
ト
ル
と
し
て
、
一
標

目
の
「
同
所
几
号
石
」
よ
り
、
六
十
四
標
目
の
栃
木
県
の
「
寄
居
村
兩
國
界
標

石
崖
」
ま
で
の
、
「
高
低
測
量
几
号(

几
号
水
準
点)

」
の
位
置
の
記
載
が
あ
る

(

７)

。
そ
の
記
載
さ
れ
た
位
置
の
中
で
、
十
四
標
目
に
記
載
さ
れ
る
の
が
、
埼
玉
県

の
「
西
方
村
字
行
人
塚
大
相
模
不
動
道
標
」
で
あ
る
。
「
高
低
測
量
几
号(

几
号

水
準
点)

」
の
刻
ま
れ
た
「
西
方
村
字
行
人
塚
大
相
模
不
動
道
標
」
は
、
今
ま
で

そ
の
所
在
が
不
明
で
あ
っ
た
。

今
回
、
そ
の
名
称
で
あ
る
「
字

行
人
塚
」
や
「
大
相
模
不
動
道
標
」
等
を
手

が
か
り
に
、
そ
の
「
所
在
地
」
と
「
来
歴
」
に
迫
っ
た
。

一

「
行
人
塚
」
と
は
何
か

「
行
人
塚(

ぎ
ょ
う
に
ん
づ
か)

」
と
は
、
東
日
本
で
、
む
か
し
行
人
が
自
ら

望
ん
で
、
生
き
な
が
ら
埋
葬
さ
れ
て
入
定(

に
ゅ
う
じ
ょ
う)

し
た
と
伝
え
る
塚

(

８)

で
あ
る
。

文
化
三
年(

一
八
〇
六)

に
、
江
戸
幕
府
道
中
奉
行
が
完
成
さ
せ
た
『
日
光
道

中
分
間
延
絵
図
』(

９)

で
は
、
「
西
方
村
」
と
記
入
さ
れ
た
日
光
道
中
よ
り
上
方

(

東
側)

の
少
し
離
れ
た
場
所
に
、
「
行
人
塚
」
と
記
入
さ
れ
た
木
の
生
え
た
塚
が

描
か
れ
て
い
る(

絵
図
１
・
絵
図
２)

。
こ
の
絵
図
に
よ
り
、
少
な
く
と
も
文
化

三
年(

一
八
〇
六)

以
前
ま
で
は
、
西
方
村
に
「
行
人
塚
」
が
存
在
し
て
い
た
こ

と
が
分
か
る
。

し
か
し
、
文
化
七
年(

一
八
一
〇)

起
稿
、
文
政
十
三
年(

一
八
三
〇)

完
成
の
、

『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
巻
之
二
百
五

埼
玉
郡
之
七

八
條
領

西
方
村
の

項
で
は
、
「
小
名
」
と
し
て
「
行
人
塚
」
の
記
載
が
な
く
、
ま
た
「
塚
」
と
し
て

の
記
載
も
な
い(

10)

。

二

『(

西
方
村)

旧
記
』

『(

西
方
村)
旧
記

五
』
に
は
、

「
西
方
村
字
行
人
塚
」
の
位
置
を
確
定
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
な
、
以
下
の
よ
う

な
記
載
が
あ
る
。
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文
化
十
五
改
元
有
て
文
政
元
寅
年(

一
八
一
八)

村
麁
絵
図
別
紙
認
メ
候
節
往
来
野
道
堤
土
手
堀
間
数
方
角
分
見
覚

附
村
境
上
手
下
手
中
耕
地
分
見
ヶ
所
附
字
名
附
目
録(

11)

(
西
暦
筆
者)

よ

上
手
大
通
流
橋
西
土
手
ヨ
リ
行
人
塚
橋
迄

壱

巳
九
分
五
厘

四
間
壱
尺

此
杭
葛
西
用
水
西
土
手
流
橋
打
留
は
之
九
版
杭
添
テ

〔
中
略
〕

三
十
六

留

杭

此
杭
行
人
塚
橋
北
土
手
を
之
三
番
ニ
落
合(

12)

(

太
字
・
カ
タ
カ
ナ
筆
者)

ね

か
み
す
り
め
ん
馬
道
柳
田
橋
ヨ
リ
行
人
塚
橋
迄

壱

巳
八
分
八
厘
余

百
九
拾
二
間

此
杭
土
手
大
道
出
口
石
橋
向
添
井
堀
西
土
手
四
方
中
央

よ
之
三
番
杭
添
立
テ
添
土
手
水
下
行

〔
中
略
〕

廿
一

留

杭

此
杭
行
人
塚
橋
北
土
手
を
之
三
番
杭
ニ
落
合
打
留
ル(
13)

(

太
字
・
カ
タ
カ
ナ
筆
者)

な

行
人
塚
馬
道
同
橋
北
土
手
ヨ
リ
三
軒
家
登
戸
村
地
境
四
ヶ
村

用
水
土
手
迄

壱

未
壱
分

拾
七
間
内
堀
敷
弐
間
余
廿
ニ

此
杭
行
人
塚
橋
橋
北
土
手
四
方
中
央
を
之
三
番
杭
ニ
添

テ
立

弐

酉
五
分
半

拾
六
間
半

三

午
七
分
弐
厘

拾
九
間

四

酉
三
分
半

拾
四
間
半

五

未
九
分

拾
壱
間

六

申
四
分

拾
間

七

酉
壱
分

拾
五
間

八

未
壱
分

弐
拾
弐
間

九

酉
壱
分

弐
拾
壱
間

十

酉
五
分
半

拾
八
間
半

十
一

酉
五
分
半

弐
拾
間
半

十
二

留

杭

此
杭
四
ヶ
村
用
水
土
手
西
方
登
戸
村
境
ニ
て
打
留
ル(

14)

(

太
字
・
カ
タ
カ
ナ
筆
者)

ら

行
人
塚
四
ヶ
村
用
水
東
土
手
通
り
と
ふ
か
ん
堀
ヨ
リ
登
戸
境

迄
間
数
百
六
拾
弐
間

壱

午
三
分

三
間
堀
敷
分

此
杭
大
田
切
堀
角
北
土
手
る
之
十
弐
番
留
杭
ニ
添
テ
立

堀
飛
越
移
ル

弐

午
三
分

七
間

此
杭
大
田
切
堀
南
土
手
四
ヶ
村
用
水
土
手
真
角
ニ
立

三

午
三
分

弐
拾
三
間

四

午
三
分

拾
間

五

午
三
分

拾
九
間

六

午
三
分

拾
弐
間
半

七

午
三
分

拾
三
間
半

八

午
三
分

五
間

九

午
三
分

拾
三
間

十

午
三
分

拾
七
間

十
一

午
三
分

弐
拾
間

十
二

午
三
分

拾
九
間

十
三

留

杭
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此
杭
登
戸
西
方
村
地
境
四
ヶ
村
用
水
土
手
な
之
十
二
番

留
杭
添
テ
打
留
ル(

15)

(

太
字
・
カ
タ
カ
ナ
筆
者)

三

『(

西
方
村)

旧
記
』
よ
り
判
明
す
る
こ
と

故
に
、
『(
西
方
村)

旧
記

五
』
よ
り
判
明
す
る
こ
と
は
、

①
日
光
道
中
の
「
と
ふ
か
ん
堀
」
を
渡
る
「
大
田
切(

石)

橋
」(

９)

の
北
土
手

よ
り
、
日
光
道
中
の
東
側
に
沿
っ
て
流
れ
る
「
四
ヶ
村(

し
か
む
ら)

用
水
」

の
東
土
手
通
り
を
「
午
三
分(

ほ
ぼ
南)

」
の
方
角
に
向
か
い
、
登
戸
村
と
西

方
村
の
村
境
の
「
四
ヶ
村
用
水
」
の
土
手
ま
で
の
距
離
が
、
百
六
拾
弐
間(

二

九
四
・
五
一
六
メ
ー
ト
ル)

で
あ
る
。

②
「
馬
道
」
の
「
と
ふ
か
ん
堀
」
を
渡
る
「
行
人
塚
橋
」
の
北
土
手
よ
り
、
「
馬

道
」
を
「
未
壱
分(

ほ
ぼ
南
西)

か
ら
酉
五
分
半(

西)

」
の
方
角
に
向
か
い
、

登
戸
村
と
西
方
村
の
村
境
の
「
四
ヶ
村
用
水
」
の
土
手
ま
で
の
距
離
が
、
百

八
拾
五
間(

三
三
六
・
三
三
メ
ー
ト
ル)

で
あ
る
。

③
日
光
道
中
の
「
と
ふ
か
ん
堀
」
を
渡
る
「
大
田
切(
石)

橋
」(

９)

の
北
土
手

よ
り
、
「
馬
道
」
の
「
と
ふ
か
ん
堀
」
を
渡
る
「
行
人
塚
橋
」
の
北
土
手
ま

で
は
、
「
と
ふ
か
ん
堀
」
の
北
土
手
で
あ
る(

図
１)

。

さ
ら
に
、
『(

西
方
村)

旧
記

四
』
で
は
、

「
西
方
村
字
行
人
塚
」
の
位
置
が
、
往
還(

日
光
道
中)

の
端
に
あ
っ
た
こ
と
が

判
明
す
る
、
以
下
の
よ
う
な
記
載
も
あ
る
。

文
化
十
一
年(

一
八
一
四)

戌
年
行
人
塚
家
作
願
并
商
売
之
向
御
聞
済
之
事

右
は
行
人
塚
江
新
家
作
ニ
付
、
御
支
配
之
御
添
翰
頂
戴
ニ
て

小
堀
兵
次
様
江
二
月
九
日
差
上
候
処
、
〔
中
略
〕

勿
論
右
場
所
は
往
還
端
之
儀
ニ
付
末
々
少
々
之
そ
ふ
り
わ
ら

し
売
買
等
も
可
仕
哉
、
〔
後
略
〕

戌
二
月
十
六
日

村
役
人
代
兼

名
主
弥
右
衛
門(

印)

年
寄
平

三

郎(

印)
(

16)

(

西
暦
・
太
字
筆
者)

四

「
『
不
動
尊
』
道
標
石
塔
」
と
「
不
動
道
」

加
藤
幸
一
氏
に
よ
れ
ば
、
現
在
、
大
聖
寺(

大
相
模
不
動
尊)

(

越
谷
市
相
模

町
六
―
四
四
二)

東
門
外
の
路
傍
に
存
在
す
る
、
文
久
二
年(

一
八
六
二)

建
立
の

「
『
不
動
尊
』
道
標
石
塔
」(

17)

は
、
元
は
日
光
道
中
に
面
し
た
「
宮
前
通
り
」

の
南
側
の
角
地(

越
谷
市
南
越
谷
一
―
四
―
八
〇)

に
あ
っ
た
も
の
で
、
「
不
動

石
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
後
に
「
宮
前
通
り
」
の
北
側(

向
か
い
側)

の
常
陽
銀

行
越
谷
支
店
の
角
地(

越
谷
市
南
越
谷
一
―
一
―
三
八)

に
移
り
、
さ
ら
に
、
大

聖
寺
境
内
の
東
門
通
り
に
移
転
し
、
現
在
の
場
所
で
あ
る
東
門
外
の
路
傍
へ
の

移
転
は
、
平
成
十
六
年
七
月
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。

さ
ら
に
加
藤
氏
は
、
文
久
二
年(

一
八
六
二)

の
建
立
時
に
は
、
大
聖
寺(

大
相

模
不
動
尊)

へ
と
続
く
「
不
動
道
」
の
入
口
が
あ
っ
た
日
光
道
中
東
側
沿
い
の
、

現
在
の
Ｊ
Ｒ
武
蔵
野
線
南
越
谷
駅
東
北
東
の
あ
た
り(

越
谷
市
南
越
谷
二
―
一

四
―
三
一)

に
、
西
向
き
に
設
置
さ
れ
て
い
た
と
推
定
し
て
い
る
。

尚
、
こ
の
「
不
動
道
」
は
、
葛
西
用
水
の
「
流
橋(

な
が
れ
ば
し)

」
を
経
由

し
て
、
大
聖
寺(

大
相
模
不
動
尊)

に
通
じ
て
お
り
、｢

流
橋｣

の
す
ぐ
上
流
に
架

か
る
使
用
禁
止
の
橋
は
、
昔
の
「
不
動
道
」
の
名
残
の
「
旧
・
流
橋
」
で
あ
る

こ
と
も
判
明
し
て
い
る(

18)

。

故
に
、
前
述
の
『(

西
方
村)

旧
記

五
』
の

よ

上
手
大
通
流
橋
西
土
手
ヨ
リ
行
人
塚
橋
迄(

12)

及
び
、

な

行
人
塚
馬
道
同
橋
北
土
手
ヨ
リ
三
軒
家
登
戸
村
地
境
四
ヶ
村

用
水
土
手
迄(
14)
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は
、
こ
の
「
不
動
道
」
の
一
部
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

昭
和
二
十
四
年(

一
九
四
九
年)

一
月
一
〇
日
に
、
米
軍
に
よ
り
撮
影
さ
れ
た

「
空
中
写
真
」(

U
S
A
-
R
-
5
2
7
)

で
は
、｢

旧
・
流
橋｣

を
通
る
「
不
動
道
」
は
ま
っ

た
く
判
明
で
き
な
い
が
、
陸
軍
・
参
謀
本
部
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
「
二
万
分
の

一
地
図

松
戸
越
ヶ
谷
近
傍
第
五
号(

第
一
師
管
地
方
迅
速
測
図)

」(

明
治
十
三

年
測
量

同
十
七
年
製
版

同
二
十
年
九
月
二
十
八
日
出
版

同
二
十
一
年
再

販)
(

図
１)
等
で
は
、「
不
動
道
」
の
道
筋
を
正
確
に
辿
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

五

「
西
方
村
字
行
人
塚
大
相
模
不
動
道
標
」
の
正
確
な
位
置

『
ふ
る
さ
と
蒲
生
の
歴
史
も
の
が
た
り(

上)

』
に
、
現
在
の
越
谷
市
南
越
谷

一
丁
目
付
近
の
、
か
つ
て
は
「
三
軒
家
」
と
呼
ば
れ
た
地
区
の
絵
図
が
掲
載
さ

れ
て
い
る(

19)

。
描
か
れ
た
時
代
は
不
詳
な
が
ら
、
「
蒲
生
村
」
、
「
大
相
模

村
」
の
記
述
が
見
え
る
の
で
、
二
町
八
ヶ
村
が
合
併
し
て
越
谷
町
が
誕
生
す
る

昭
和
二
九
年(

一
九
五
四
年)

以
前
の
様
子
で
あ
る
と
推
定
で
き
る
。

こ
の
昭
和
二
九
年(

一
九
五
四
年)

以
前
の
絵
図
と
、
昭
和
二
十
四
年(

一
九
四

九
年)

一
月
一
〇
日
に
、
米
軍
に
よ
り
撮
影
さ
れ
た
「
空
中
写
真
」(U

S
A
-
R
-
5
2
7
)

を
参
考
に
、
筆
者
が
作
成
し
た
の
が(

写
真
１)

で
あ
る
。

(

写
真
１)

の
説
明
を
す
る
と
、
日
光
道
中(

現
在
の
東
京
都
道
・
埼
玉
県
道
四

九
号
足
立
越
谷
線)

の
西
側
に
は
、
「
七
左
一
の
橋
」(

越
谷
市
七
左
町
一
丁
目)

方
面
へ
向
か
う
古
道
が
西
へ
延
び
て
お
り
、
こ
の
古
道
は
現
在
も
一
部
存
在
し

て
い
る
。
そ
の
古
道
を
挟
ん
で
北
側
に
あ
っ
た
の
が
「
せ
ん
べ
い
屋
」
で
、
南

側
に
あ
っ
た
の
が
「
運
送
店
」
で
あ
る
。「
七
左
一
の
橋
」
方
面
へ
向
か
う
古
道

が
西
へ
向
か
い
、
南
北
に
流
れ
る
用
水
路
を
橋
で
渡
る
地
点
の
北
西(

越
谷
市
南

越
谷
二
―
四)

に
は
、
池
が
存
在
し
て
い
た
。
現
在
、
そ
の
池
は
存
在
し
な
い
が
、

池
の
跡
の
東
側
に
曲
線
を
描
く
道
路
が
、
か
つ
て
の
池
の
存
在
を
暗
示
し
て
い

る
。こ

の
現
在
も
一
部
存
在
し
て
い
る
「
七
左
一
の
橋
」
方
面
へ
向
か
う
古
道
と

池
の
跡
が
、
「
不
動
道
」
の
位
置
を
確
定
す
る
重
要
な
「
指
標
」
及
び
「
基
準
」

と
な
る
。

日
光
道
中
の
東
側
に
は
、「
七
左
一
の
橋
」
方
面
か
ら
延
び
た
古
道
が
、
日
光

道
中
に
交
わ
る
正
面
に
、
「
り
ん
ぼ
う
様
」
と
呼
ば
れ
た
家
が
あ
っ
た
。
、
こ
の

当
時
既
に
存
在
し
な
く
な
っ
て
い
た
が
、
こ
の
家
の
北
側
の
日
光
道
中
沿
い
か

ら
、
大
聖
寺(

大
相
模
不
動
尊)

に
向
か
う
「
不
動
道
」
が
始
ま
っ
て
い
た
。
以

上
が(

写
真
１)

の
説
明
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
前
述
の
『(

西
方
村)

旧
記

五
』(

14)

で
は
、
こ
の
「
不
動
道
」

を
境
に
、
北
側
が
「
西
方
村
」
で
あ
り
南
側
が
「
登
戸
村
」
で
あ
る
こ
と
が
判

明
す
る
。
残
念
な
が
ら
、
昭
和
十
三
年
三
月
時
点
で
殆
ど
完
了
し
て
い
た
耕
地

整
理
事
業(

20)

の
結
果
、
「
不
動
道
」
を
は
じ
め
、
「
行
人
塚
」
、
「
と
ふ
か
ん

堀
」
及
び
、
「
と
ふ
か
ん
堀
」
に
架
け
ら
れ
て
い
た
「
行
人
塚
橋
」
な
ど
は
全
て

消
滅
し
て
し
ま
っ
た
。

し
か
し
、(

写
真
１)

の
説
明
で
述
べ
た
現
在
も
一
部
存
在
す
る
「
七
左
一
の

橋
」
方
面
へ
向
か
う
古
道
と
池
の
跡
が
、
「
不
動
道
」
の
位
置
を
確
定
す
る
重
要

な
「
指
標
」
及
び
「
基
準
」
と
な
り
、「
行
人
塚
」
も
か
つ
て
そ
の
近
辺
に
存
在

し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
現
在
の
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社(

Ｊ
Ｒ
貨
物)

越
谷
貨
物
タ
ー
ミ
ナ
ル
駅

(

越
谷
市
南
越
谷
二
―
一
〇)

の
構
内
入
口
付
近
が

そ
の
場
所
で
あ
る
。

「
高
低
測
量
几
号(

几
号
水
準
点)

」
の
刻
ま
れ
た
「
西
方
村
字
行
人
塚
大
相

模
不
動
道
標
」
で
あ
る
文
久
二
年(

一
八
六
二)

建
立
の
「
『
不
動
尊
』
道
標
石
塔
」

(

17)

は
、
こ
の
「
不
動
道
」
が
大
凡
、
南
西
か
ら
北
東
へ
通
っ
て
い
る
以
上
、

日
光
方
面
か
ら
で
は
な
く
、
江
戸(

東
京)

方
面
か
ら
の
参
詣
者
に
対
し
て
の
道

標
で
あ
っ
た
と
断
定
で
き
る
の
で
、
道
標
の
位
置
は
日
光
道
中
の
東
側
で
、
且

つ
「
不
動
道
」
の
始
ま
り
の
「
西
方
村
」
の
村
内
で
あ
る
「
北
」
側
で
な
く
て

は
な
ら
な
い
。

明
治
九
年(

一
八
七
六)

に
、
東
京
塩
竃
間
の
高
低
測
量(

水
準
測
量)

が
行
な

わ
れ
た
４
年
後
の
、
明
治
十
三
年(

一
八
八
〇)

に
、
陸
軍
・
参
謀
本
部
に
よ
り

測
量
さ
れ
た
「
明
治
前
期
測
量

二
万
分
の
一
フ
ラ
ン
ス
式
彩
色
地
図

埼
玉

県
武
蔵
国
南
埼
玉
郡
越
ヶ
谷
駅
及
大
沢
町
近
傍
村
落
」
で
は
、
四
、
四
四
七
二

メ
ー
ト
ル
の
水
準
点
の
位
置
が
日
光
道
中
の
東
側
で
、
且
つ
「
不
動
道
」
の
始

ま
り
の
「
西
方
村
」
の
村
内
で
あ
る
「
北
」
側
に
あ
る
。「
西
方
村
字
行
人
塚
大



5

相
模
不
動
道
標
」
の
「
高
低
測
量
几
号(

几
号
水
準
点)

」
の
位
置
が
、
四
、
六

六
七
六
メ
ー
ト
ル
な
の
で
、
高
さ
は
若
干
異
な
っ
て
い
る
。

故
に
、
「
西
方
村
字
行
人
塚
大
相
模
不
動
道
標
」
が
存
在
し
た
場
所
は
、
現
在

の
越
谷
市
南
越
谷
二
―
一
四
―
三
一
で
、
日
本
興
亜
損
保
越
谷
支
社
の
建
物
の

北
側
で
あ
る
。
そ
の
結
論
を
補
足
す
る
か
の
よ
う
に
、
国
土
地
理
院
が
管
理
・

設
置
す
る
現
行
の
二
等
水
準
点
が
、
ほ
ぼ
真
向
か
い
の
日
光
道
中
の
西
側
で
あ

る
越
谷
市
南
越
谷
二
―
五
―
三
〇
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

明
治
九
年(

一
八
七
六)

に
、
東
京
塩
竃
間
の
高
低
測
量(

水
準
測
量)

が
行
な

わ
れ
た
際
の
測
量
技
師
で
あ
る
大
川
通
久
な
ど
の
関
係
者(

21)

は
、
動
か
ざ
る

も
の
と
し
て
考
え
た
で
あ
ろ
う
参
詣
者
の
た
め
の
道
標
が
、
ま
さ
か
後
年
四
度

も
移
転
さ
れ
る
な
ど
と
は
夢
に
も
思
わ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

今
回
、
筆
者
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
大
聖
寺(
大
相
模
不
動
尊)

東
門
外
の
路

傍
に
存
在
す
る
、
文
久
二
年(

一
八
六
二)

建
立
の
「
『
不
動
尊
』
道
標
石
塔
」(

17)

が
、
明
治
十
二
年(

一
八
七
九)

六
月
刊
行
の
「
内
務
省
地
理
局
雑
報
第
十
四
号

六
月
」(

７)

に
お
い
て
、「
高
低
測
量
几
号(

几
号
水
準
点)
」
の
位
置
等
が
、
十

四
標
目
に
記
載
さ
れ
た
「
西
方
村
字
行
人
塚
大
相
模
不
動
道
標
」
で
あ
る
こ
と

を
判
明
さ
せ
、
そ
の
本
来
の
位
置
を
確
定
さ
せ
た
。

故
に
、
「
高
低
測
量
几
号(

几
号
水
準
点)

」
が
刻
ま
れ
て
い
る
正
面
の
下
部
が
、

途
中
よ
り
埋
没
し
て
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
固
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
ま
こ
と
に
残

念
で
あ
り
、
是
非
、
関
係
者
の
お
力
で
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
取
り
除
き
、
調
査
が

行
わ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

最
後
に
な
る
が
、
今
回
の
こ
の
結
論
に
至
る
に
は
、
加
藤
幸
一
氏
の
調
査
、

研
究
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
謝
辞
を
述
べ
た
い
。

註

(

１)

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
六
月
三
日
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
四
条

(

２)

同
法
第
五
条

(

３)

同
法
第
六
条

(

４)

同
法
第
十
条

(

５)

国
土
交
通
相

国
土
地
理
院

中
部
地
方
測
量
部
／
基
準
点
と
は

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
g
s
i
.
g
o
.
j
p
/
c
h
u
b
u
/

p
r
o
f
i
l
e
-
k
i
j
u
n
t
e
n
-
k
i
j
u
n
t
e
n
.
h
t
m
l
(
2
0
1
0
.
1
0
.
1
0

入
手)

(

６)

「
内
務
省
布
達

甲
第
二
十
八
號(

七
月
二
十
七
日
輪
廓
附)

」

(

復
刻
版

内
閣
官
報
局
／
編
『
法
令
全
書
』
第
九
巻
ノ
一

明
治
九
年
、
原
書
房
、
一
九
七
五
、
四
七
二
頁)

(

７)

「
内
務
省
地
理
局
雑
報
第
十
四
号
六
月
」(

復
刻
版

内
務
省
地
理
局

編
纂
物
刊
行
会
／
編
『
内
務
省
地
理
局
編
纂
善
本
叢
書
』
一
四
、

ゆ
ま
に
書
房
、
一
九
八
五
、
五
三
九
―
五
四
五
頁)

(

８)

新
村
出
／
編
『
広
辞
苑
』
第
五
版
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
、
七
〇
一
頁

(

９)

『
日
光
道
中
分
間
延
絵
図
』
第
一
巻

(

復
刻
版

『
日
光
道
中
分
間
延
絵
図
』
第
一
巻
、
東
京
美
術
、

一
九
八
六)

(

10)

『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
巻
之
二
百
三

埼
玉
郡
之
五

岩
槻
領

(
復
刻
版

蘆
田
伊
人
／
編
『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
第
十
巻
、

雄
山
閣
、
一
九
六
三
、
一
七
〇
―
一
七
三
頁)

(

11)

『
西
方
村
「
旧
記
」
五
』
『
越
谷
市
史
』
続
史
料
編

第
二
集
、
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越
谷
市
、
一
九
八
五
、
二
三
二
―
二
九
五
頁

(

12)

前
掲
書
註(

11)

、
二
五
二
、
二
五
三
頁

(
13)

前
掲
書
註(

11)

、
二
五
五
、
二
五
六
頁

(
14)

前
掲
書
註(

11)

、
二
五
六
、
二
五
七
頁

(

15)
前
掲
書
註(

11)

、
二
五
七
頁

(

16)

『
西
方
村
「
旧
記
」
四
』
『
越
谷
市
史
』
続
史
料
編

第
二
集
、

越
谷
市
、
一
九
八
五
、
一
三
、
一
四
頁

(

17)

加
藤
幸
一
「
平
成
十
六
年
度

旧
西
方
・
東
方
・
見
田
方
村
の
石
仏
」

改
訂
版(
越
谷
市
立
図
書
館
蔵)

、
二
〇
〇
五
、
三
三
頁

(

18)

加
藤
幸
一
「
今
は
な
き
不
動
道
」(

未
公
刊)

、
二
〇
〇
七
、

一
、
三
、
十
頁

(

19)

越
谷
市
蒲
生
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
推
進
協
議
会
／
編

『
ふ
る
さ
と
蒲
生
の
歴
史
も
の
が
た
り(

上)

』
、

越
谷
市
蒲
生
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
推
進
協
議
会
、

一
九
九
八
、
八
〇
・
八
一
頁

(

20)

葛
西
用
水
路
土
地
改
良
区
／
編
『
葛
西
用
水
史
』
資
料
編

下

埼
玉
新
聞
社
、
一
九
八
九
、
一
二
三
一
頁

(

21)

箱
岩
英
一
／
関
義
治
「
奥
州
街
道
と
明
治
水
準
点
追
跡
」
、

日
本
測
量
協
会
『
測
量
』
、
四
五
・
二(

五
二
七)
、

一
九
九
五
・
二
、
三
四
頁

大聖寺(大相模不動尊)東門外の路傍

「西方村字行人塚大相模不動道標」

(東北東より望む)

絵図１

復刻版『日光道中分間延絵図』第一巻

東京美術、一九八六 に加筆して転載

絵図２

転載した絵図１を拡大
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図１

「二万分の一地図 松戸越ヶ谷近傍第五号(第一師管地方迅速測図)」

(明治十三年測量 同十七年製版 同二十年九月二十八日出版 同二十一年再販)

に

「高低測量几号」の刻まれた「西方村字行人塚大相模不動道標」

の本来の位置等を加筆

写真１

国土地理院 空中写真 (１９４９・０１・１０撮影)

(写真名：ＵＳＡ―Ｒ５２２―７) に加筆して転載


